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心不全患者に対する緩和ケア

連載 第22回

　緩和ケアと言うと「がん」というイメージ

が強いと思います。これは，我が国の緩和ケ

ア病棟や緩和ケアチームなどの診療報酬がほ

ぼ「がん」のみの算定であったからであり，

海外では疾患を問わず適用されています。

　ここ数年，厚生労働省は，心不全患者に対

する緩和ケアの適用を国の医療制度に取り入

れる動きを始めました。具体的には「がん等

における緩和ケアの更なる推進に関する検討

会」で「がん等」と非がん疾患，特に心不全

を中心に循環器疾患に対する緩和ケアの拡大

が議論され，検討会の下に「循環器疾患の患

者に対する緩和ケア提供体制のあり方に関す

るワーキンググループ」が作成され議論が進

められています（※これらの資料や議事録

は，厚生労働省のホームページから見ること

ができます）。また，がんでしか算定ができ

なかった緩和ケア診療加算も，平成30年度

診療報酬改定により心不全の患者に対しても

算定する方向で調整が進んでいます。

　前置きが長くなりましたが，今回紹介する

論文は，心不全に対する緩和ケアのあり方に

ついて，過去の研究成果をまとめて今後の方

向性を検討した米国心臓学会誌のレビュー論

文です。著者のKavalieratosは，2016年にが

んも含めた過去の実施された緩和ケアの有効

性を検証したランダム化比較試験の系統的レ

ビューをJAMA誌に発表しており１），本論文で

は，その後の知見も含めて循環器疾患に対す

るランダム化比較試験をレビューしています。

　本論文では，過去の研究をもとに，心不全

における緩和ケアのあり方を図のように示し

ています。がんと大きく異なるのは，心不全

に対する治療が重要で，それが症状の緩和な

どにつながることです（図－ａ）。そして，

図－ｂのように緩和ケアを並行して実施する

ことを提案しています。

　本書の読者の方はすでにご存じだと思いま

すが，緩和ケアは，病棟や在宅ケアにおける

主治医や看護師が提供する基本的緩和ケア

と，緩和ケアチームなどの多職種からなる専

門家が提供する専門的緩和ケアに整理されま

す。図のとおり，心不全の緩和ケアにおいて

は，まず主治医や看護師が提供する基本的緩

和ケアがメインになります。そして，患者・

家族が抱える問題が複雑または重度な場合に

は，緩和ケア専門家にコンサルテーション・

紹介を行います。多くの施設では心不全の緩

和ケアの専門家チームを組織することは難し

いでしょう。そのような場合は，今までがん

を中心に診察してきた緩和ケアの専門家と協

力していくことが現実的だと思います。ま

た，緩和ケアの専門家から心不全の専門家に

逆にコンサルテーションし，専門家チームに

よって質の高い緩和ケアを追求することも重

要だと思います。

　表は，心不全に対して過去に実施されたラ
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ンダム化比較試験の結果をまとめたもので

す。入院や在宅ケアなどセッティングや対象

患者，対象数，介入方法などがさまざまで一

貫した結論を出すことは難しいですが，それ

でも多くの研究でQOLや身体・心理症状の

改善が見られています。全体的に見て，心不

全の患者に対する緩和ケア・アプローチが有

効であると言えます。

　紙面の都合上，本稿ではご紹介できません

が，本論文では，個々の症状や状態において，

基本的緩和ケア，すなわち病棟や在宅ケアに

おける主治医や看護師がどのような対応を

し，どのような場合に緩和ケア専門家にコン

サルテーション・紹介するべきかという基準

も具体的に示されています。

　今後，我が国においても，心不全以外の循

環器疾患，脳卒中，その他の非がん疾患に緩

和ケアが拡大していくことが期待されます。

そのためには，基本的緩和ケアの考え方を非

がん疾患の主治医や看護師が身につけるこ

と，緩和ケアの専門家はがん以外の疾患に対

する緩和ケアの知識や技術を身につけること

などが必要でしょう。そして，死亡直前では

なく，完全な回復の見込みが難しいと思われ

た時点から，その後の治療計画（ACP）も含

めて基礎疾患の治療と並行して「早期からの

緩和ケア」が提供されるべきだと思います。
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《図》心不全患者に対する緩和ケアのあり方

心不全の診断後，以下を並行して行う

通常の心不全のマネジメント

•アセスメント：
病歴，家族歴，検査，患者の
症状の訴え

•予後の予測と予後についての
話し合い

•治療選択
•心不全の急性増悪につながる
要因の管理

•身体機能やQOL低下のモニ
タリング

基本的緩和ケア

•痛みや他の症状のコントロール
•意思決定のサポートとACP
•患者・家族の心理的苦痛や負担感のアセスメントと緩和
•患者ケアチーム全体のケアの調整
•患者・家族のQOLの維持・改善

専門的緩和ケア

•患者・家族が抱える問題が複雑または重度な場合には，
（在宅）ホスピスケアを含んで緩和ケア専門家にコンサ
ルテーション・紹介

ａ b
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